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(57)【要約】
　【課題】
　【解決手段】　コンピュータを用いた設計（ＣＡＤ）
ツールを使用して、モノリシックな、シリコンベースの
電子－光学チップにおける電子及び光学構成部品の統合
的設計、検査及びレイアウトを実行する。別々のトップ
レベル動作ロジック設計が、最終的なシリコンベースの
モノリシック構造内に含まれる３つの異なるタイプの要
素に対して準備される。（１）デジタル電子集積回路要
素；（２）アナログ／混合信号電子集積回路要素；及び
（３）光－電子要素（受動及び能動光学要素を含む）で
ある。動作ロジック設計が完了すると、この結果が組み
合わされ、共通シミュレートされる。回路中の各タイプ
の異なる要素について物理的レイアウト設計が開発され
、検査される。別々の物理的レイアウトが共通検査され
、全体の物理的設計の特性を査定する。共通シミュレー
ションの結果が、所望の動作パラメータが得られるまで
のロジック設計及び／又は物理的レイアウトにおいてな
された変更を用いて、共通検査の結果と比較される。所
望の結果が発生すると、最終製品を提供する（テープア
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも一のデジタル電子要素と、少なくとも一のアナログ／混合信号要素と、少なく
とも一の光－電子要素と、を具えるモノリシック集積回路構造の設計、レイアウトおよび
検査を実行する構成において：
　複数の設計モジュールであって、前記複数の設計モジュールの個別モジュールにおいて
前記少なくとも一のデジタル要素と、前記少なくとも一のアナログ／混合信号要素と、前
記少なくとも一の光－電子要素を、動作／ロジック設計の必要性によって規定し合成する
、複数の設計モジュールと；
　前記複数の設計モジュールからのロジック設計出力に応じて、各タイプの要素をシミュ
レートして、同時に前記組み合わせのロジカルな機能を査定する、共通シミュレーション
モジュールと；
　複数の物理的レイアウトモジュールであって、各々が関連する設計モジュールからのロ
ジック設計出力に応答し、そのロジック設計を物理的レイアウト構成に変換する複数の物
理的レイアウトモジュールと；
　共通検査モジュールであって、前記複数の物理的レイアウトモジュールからの物理的レ
イアウト出力に応答し、各タイプの要素の物理的配置と、前記要素の組み合わせの性能の
査定を同時に検査する共通検査モジュールと；
　共通シミュレーションと共通検査モジュールからの出力に応じて、前記出力間で十分な
相関関係に達したかどうかを決定して、最終的なテープアウトを実行するコンパレータと
；
を具えることを特徴とする構成。
【請求項２】
請求項１に記載の構成において、前記少なくとも一のデジタル要素に関連する前記設計モ
ジュールが、レジスタトランスファレベル（ＲＴＬ）回路を用いて、前記デジタル集積回
路ロジック設計を提供することを特徴とする構成。
【請求項３】
請求項１に記載の構成において、前記少なくとも一のアナログ／混合信号要素に関連する
前記設計モジュールがスケマティックカプチュア設計ツールを用いて前記ロジック設計を
提供することを特徴とする構成。
【請求項４】
請求項１に記載の構成において、前記少なくとも一の光－電子要素に関連する前記設計モ
ジュールが、光学ロジック設計用のＯＥ－ＣＡＤ設計ツールを用いることを特徴とする構
成。
【請求項５】
請求項１に記載の構成において、前記複数の設計モジュールからの出力として「ネットリ
スト」を発生することを特徴とする構成。
【請求項６】
請求項１に記載の構成において、前記少なくとも一のデジタル電子要素の物理的レイアウ
トに「配置配線」レイアウトツールが用いられていることを特徴とする構成。
【請求項７】
請求項１に記載の構成において、前記少なくとも一のアナログ／混合信号回路要素に関連
する設計モジュール内で、全カスタム物理的レイアウト設計が用いられていることを特徴
とする構成。
【請求項８】
請求項１に記載の構成において、前記少なくとも一の光－電子回路要素に関連する設計モ
ジュール内で、全カスタム物理的レイアウト設計が用いられていることを特徴とする構成
。
【請求項９】
デジタル電子要素、混合信号要素、及び光－電子要素を含むモノリシック回路構成の統合
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的な設計、シミュレーション、および検査を提供する方法において、当該方法が：
ａ）統合する設計に含まれるべき要素セットを規定するステップと；
ｂ）デジタル、混合信号、および光－電子の各タイプの要素について別々のロジック設計
を作るステップと；
ｃ）前記ロジック設計を全体の設計に組み合わせて、組み合わせたロジック設計の共通シ
ミュレーションを実行するステップと；
ｄ）ステップｂ）でつくったロジック設計に基づいて、各タイプの要素について別々の物
理的レイアウトを生成するステップと；
ｅ）物理的レイアウトを全体の物理的レイアウトと組み合わせて、組み合わせた物理的レ
イアウトの共通検査を実行するステップと；
ｆ）前記共通シミュレーションの結果を前記共通検査結果と比較するステップと；
ｇ）受け入れ可能である場合は、組立に必要な情報を生成するステップ；さもなければ；
ｈ）変更するべき特定のロジック及び／又は物理的設計を同定するステップと：
ｉ）前記同定した変更を実行するステップと；及び
ｊ）ステップｃ）と、ｅ）ないしｇ）を、結果として受け入れ可能な合致が得られるまで
繰り返すステップと；
を具えることを特徴とする方法。
【請求項１０】
請求項９に規定の方法において、ステップｃ）の前記共通シミュレーションを実行する前
に、各ロジック設計を満足する結果が達成されるまで個別にシミュレートされることを特
徴とする方法。
【請求項１１】
請求項９において規定する方法が、ステップｅ）の前記共通検査を実行する前に、各物理
的レイアウトを満足する結果が達成されるまで個別に検査することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願のクロスリファレンス
　本発明は、２００４年６月２３日に出願した暫定出願第６０／５８２，２３５号の利益
を主張する。
【０００２】
技術分野
　本発明は、集積回路の自動設計、自動レイアウト、および自動検査に関するものであり
、特に、シリコンベースの光電子回路中の光回路構成と電子回路構成の双方の共通シミュ
レーションと、共通検査に関する。
【０００３】
開示の背景
　今日の集積回路は、無数のトランジスタ、多大な数の入／出力ピンでできており、広範
囲にわたる機能を提供している。システム、チップ、およびロジックレベルにおけるこれ
らの集積回路の設計、シミュレーション、検査、配置配線、およびレイアウトをサポート
するために、集積回路（ＩＣ）業界はよく確立され、標準化された、コンピュータを用い
た設計（ＣＡＤ：Computer-aided design）ツール、特に電子ＣＡＤ（Ｅ－ＣＡＤ）と方
法論を高度に開発した。Ｅ－ＣＡＤツールは、デジタル、アナログ、あるいは混合信号集
積電子回路をサポートする。一般的に、ＩＣ設計者は、よく知られているＥ－ＣＡＤソフ
トウエアツールから入手できる回路、ゲート及び／又はロジック要素のライブラリを使用
するか、あるいは、企業内の「カスタム」ツールを開発して特別な必要性にあわせるよう
にしている。標準化したＥ－ＣＡＤツールのパワーは、ＩＣ業界の成長と成熟を大いに煽
るものであった。
【０００４】
　集積回路の設計には、カスタム設計方法、セミカスタム設計方法、あるいはカスタム設
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計方法とセミカスタム設計方法の組み合わせを使用することができる。「カスタム」とは
、各設計用に新しい物理的レイアウトを作ることを意味する。セミカスタムとは、「ゲー
トアレイ」要素や、「標準セル」要素などの予め規定された回路要素の使用を意味する。
ゲートアレイは、後に相互接続して設計を実行することができる半導体ウエハ上に作った
予め規定された機能のセットを使用する。標準セル技術は、予め規定した物理的レイアウ
トを各々が有する低レベル回路機能のライブラリを提供する。予め規定した物理的レイア
ウト（あるいは「セル」）は、通常、幅あるいは高さなどの共通の寸法を有しており、こ
れらを列やブロック中に配置できるようにしており、この順番は、実行する機能と、セル
またはセル群間の相互接続のルーティングによって決まる。
【０００５】
　集積回路の発達において、設計者は、設計を様々な機能ブロックに分けて、各機能ブロ
ックについて回路を設計するか、あるいは、以前の設計がサイズ、パワー、性能基準に合
う場合は、機能ブロック用の設計を再使用する。回路設計は、回路要素と要素間の接続を
特定するハードウエア記述言語（ＨＤＬ：Hardware descriptive language）を最も頻繁
に使用する。Verilog（登録商標）は、よく使用されるＨＤＬであり、ＩＥＥＥ Std 1364
のトピックである。Verilogは、カリフォルニア州、サンホセに本社を置くCadence Desig
n Systems社の登録商標である。Verilogは、初期設計を特定し、シミュレーションへの入
力とシステム設計ツールを提供して、レイアウト後の動作をチェックするのに使用するこ
とができる。アナログ回路（Ａ－ＨＤＬ）と共に使用するのに適したＨＤＬのバージョン
、あるいは、アナログ／混合信号アプリケーション用のＶＨＤＬ－ＡＭＳを含む超高速集
積回路ＨＤＬ（ＶＨＤＬ）用のバージョンもこの分野で走られている。
【０００６】
　時に、標準セルライブラリのセルの予め規定されたセットが、所望の機能を提供しない
ことがあったり、あるいは所望の速度、サイズまたは電力消費を提供しないことがある。
このような状況では、新しいセルを作るか、あるいは所望の機能と能力を組み込んだロジ
ックのカスタムブロックを設計することがある。ロジックのカスタムブロックの設計は「
ＳＰＩＣＥ」（Special Programs for Interactive Circuit Elements）を使用して、設
計を特定しシミュレートすることができる。ＳＰＩＣＥの製造バージョンのいくつかは、
ロジカルシミュレーションと、タイミングシミュレーションの双方をサポートしている。
しかしながら、ＳＰＩＣＥのシミュレーションは、ＨＤＬネットリストモデルを使用した
シミュレーションに比べると非常に遅い。設計が標準セルと、カスタムロジックセクショ
ンの双方を有する場合、設計全体をシミュレートしようとするときに問題が生じする。カ
スタムロジックは、単純に、「ブラックボックス」として存在し、ここでは標準セルの動
作とカスタムロジックが別々にシミュレートされ、両セクションを具えるシミュレーショ
ンは実行されない。Ｃプログラミング言語で書くことができる動作モデルは、機能シミュ
レーション用には使用できるが、このようなモデルはタイミング解析を行わない。
【０００７】
　標準セル対カスタムロジックの問題に加えて、特に、モノリシック構造中に両方のタイ
プの要素をサポートするために、ＳＯＩ基板上に比較的薄いシリコン層を使用することを
考慮して、電子回路要素と光回路要素の双方を含むより一層集積された回路が形成されて
いる。
【０００８】
　光学業界は、今日も、１９６０年代の電子ＩＣ業界と同じ状態にある。このように、今
日の光学業界には、サブシステムを作るために様々な部品を集積（ブロックの構築）する
ため共通の技術プラットフォームがない。この結果、現在の光学業界は、一般的に、ほと
んど個別の光学部品と光学システムを、設計、シミュレーション、および検査するのに非
常に非統合的なアプローチを行っている。現存の光学要素用の設計、シミュレーションお
よび検査ツールのいくつかは、特定のタイプの光学デバイスまたは、光学部品システムを
過度に特定するといった傾向がある。実際、これらのツールは一般的に、本発明の集積構
成に用いられているシリコン部品ではなく、III－Ｖベースの光学デバイス用に開発され
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た。
【０００９】
　しかしながら、近年は、多くのファクタが一緒になって現実に光学回路と電子回路の集
積化を行い、標準ＣＭＯＳ処理技術（ＩＣ業界で広く受け入れられているような）を用い
て光学特性と電子特性をモノリシックプラットフォームに組み込むことが可能である。シ
リコンベースのＩＣと光学部品の一体化に向けたこのアプローチは、ＩＣ業界の秩序、成
熟性、および能力をモノリシックプラットフォームに影響させることを望んでいる。この
アプローチの実行可能性を示すための近年の努力は、非常に有望である。しかしながら、
この集積化の努力をサポートするためには、光学部品と電子部品の双方を、特に、設計段
階と開発段階中に同じツールを用いて、設計し、シミュレートし、検査する必要がある。
【００１０】
　伝統的な電子集積回路の設計と開発に使用されるＥ－ＣＡＤツールは、本質的に電子集
積回路の特色をもち、電子集積回路をモデルにしたさまざまなタイプのパラメータを使用
している。これらのパラメータは、信号の入力、出力、クロック信号、時間遅れ、負荷、
電圧、などである。電子回路要素の特徴づけによって、設計者は、マスクと組み立てを行
う前に回路を設計し、シミュレートし、検査することができる。これらのパラメータは、
アナログフォーマットまたはデジタルフォーマットであり、さまざまなＥ－ＣＡＤソフト
ウエアライブラリ内で容易に入手できる。
【００１１】
　上述したように光学モデリングは、以前は、伝統的なIII－Ｖベースの光学デバイスと
共に使用するように制限されていた。シリコンベースの光学デバイスや、光学（すなわち
、受動光学デバイス）構成部品、電子及び光電子（すなわち、能動光学デバイス）構成部
品の一体化の到来とともに、このようなモノリシック設計に関連する組み立てステップを
簡単にする方法論の必要性が高まった。
【００１２】
発明の概要
　この従来技術に残る必要性が、本発明によって取り組まれている。本発明は、回路レイ
アウトと、特に、モノリシックなシリコンベースの電子－光チップ中の光学部品と電気部
品の統合的設計、検査およびレイアウトを実行する電子的なコンピュータを使用した設計
（Ｅ－ＣＡＤ）ツールを使用して、光－電子ＣＡＤ（ＯＥ－ＣＡＤ）ツールを回路設計プ
ロセスに使用できるようにすることに関する。
【００１３】
　本発明によれば、デジタル電子デバイスと「混合」／アナログ電子デバイスの設計と組
立に関連する従来のシミュレーションツールが、シリコンベースの光学デバイスと光－電
子デバイス（受動デバイスと能動デバイスの両方）と共に使用するように再度特徴付けら
れている。この方法論によると、タイプが異なる要素（すなわち、デジタルＩＣ要素、ア
ナログ／混合ＩＣ要素、および光－電子要素）を個別に規定してシミュレートすることが
可能である。従って、「共通シミュレーション」プロセスが実行され、このプロセスは、
３つの個別シミュレーションプロセスからの結果を入力として使用して、完全な構成の「
ロジック」結果を査定する。この３つの個別のシミュレーション結果は、次いで、検査を
行う３つの個別の物理的レイアウトルーチンへの入力として使用される。再度、３つの個
別レイアウトを「共通検査」プロセスへの入力として使用して、完全な構成のレイアウト
をレビューする。本発明によれば、共通シミュレーションの結果を、共通検査結果に対し
てチェックする。これらの結果が合致していれば、回路はテープアウト（tape-out）（最
終回路構成用の個別の組立ステップを規定するのに使用されたプロセス）の準備が整って
いる。さもなければ、プロセス中の一またはそれ以上のステップ中の問題が同定され、調
整を行って、二回目用に共通シミュレーションおよび共通検査プロセスが実行される。こ
の結果が再び満足できるものでない場合は、プロセスを調整して、結果に十分な合致が達
成されるまで繰り返し実施する。
【００１４】
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　様々な異なるプロセスを各プロセス内で、様々なインターフェースと共に用いて、共通
シミュレーション又は共通検査プロセスを実行する前に、この結果を統合する必要がある
ことが、本発明の態様である。
【００１５】
　本発明の一実施例では、再帰的デジタル集積回路ロジック設計が、「レジスタトランス
ファレベル」（ＲＴＬ：Register transfer level）回路を用いて開発されている。この
回路は、最終設計が所望の目的に合致するまで、再帰的に合成され、シミュレートされ、
検査される。同様に、従来のアナログ／混合回路設計ツールを用いて、スケマティックフ
ォームを特定し、アナログ／混合電子集積回路をシミュレートし、検査する。本発明によ
れば、光－電子構成部品は、例えば、ハードウエア記述言語（ＨＤＬ）、特にアナログＨ
ＤＬ（Ａ－ＨＤＬ）を用いてシミュレートされる。この場合、関連する電子デバイスの性
能を検査するのに用いる従来のデバイスシミュレーションを用いて、光学シミュレーショ
ンを実行して光－電子構成中の光学構成部品の性能を検査する。
【００１６】
　本発明のその他の更なる実施例は、添付の図面を参照して以下の議論において明らかに
なる。
【００１７】
発明の詳細な説明
　最も一般的な意味では、本発明は、最終的なシリコンベースのモノリシック構造内に含
まれるタイプが異なる３つの要素の、個別トップレベル動作ロジック設計を実行するもの
として見ることができる。上述したように、この３つの異なるタイプの要素は：（１）デ
ジタル電子集積回路要素；（２）アナログ／混合信号電子集積回路要素；及び（３）光－
電子要素（受動及び能動光学要素を含む）として規定することができる。動作ロジック設
計が完了すると、結果が組み合わされ、共通シミュレートされる。物理的レイアウト設計
が展開され、回路中のタイプが異なる各要素について検査がなされる。予め規定されたテ
ストベクトルセットを用いて様々な物理的レイアウトが共通検査され、物理的設計全体の
特性を測定する。次いで、注釈付結果（例えば、寄生キャパシタンスと寄生抵抗の定義で
完成する）が再シミュレートされ、ロジック設計及び／または物理的レイアウトになされ
た変更を用いて、所望の動作パラメータが得られるまで前回のシミュレーションと比較さ
れる。所望の結果が生じたら、従来のウエハレベル組立操作を考えて、最終製品を提供す
る（テープアウト）。
【００１８】
　本発明のシステムの大きな特徴は、ロジック設計と物理的レイアウトの段階で使用する
ために、例示的なシリコンベースの光学デバイスの「スケマティック」ライブラリを展開
する必要があることである。典型的な光学デバイスには、能動要素（ＭＺＩｓ、光学検出
器、リング発振器、その他）と同様に、様々な受動要素（導波管、プリズム、ミラー、グ
レーティング、その他）が含まれる。有利なことに、今日のＳＯＩベースモノリシック構
造におけるシリコンベースデバイスの使用によって、現存のスケマティックキャプチュア
ツールをこの特徴付に使用することができる。光学レイアウトの特定の問題は、構成要素
間の接続性であり、これは、光導波管の形を取る。「ワイヤ」あるいは回路上の金属路に
よる電気的接続に対して、導波管ベースの光学的接続の長さと形状は有意に設計上考慮す
べき事柄である。
【００１９】
　図１は、本発明によるモノリシックな、シリコンベースの光－電子回路を形成するため
の統合的アプローチを実行するための例示的なアーキテクチュア１０を簡略したブロック
図の形で示す。図に示すように、まず３つの別々のモジュールセットを用いて、モノリシ
ック構成に含めるべき３つのタイプの要素を規定し、シミュレートしている。この要素は
：（１）第１のモジュール１２内で規定されシミュレートされるデジタル電子要素；（２
）第２のモジュール１４内で規定されシミュレートされるアナログ／混合信号電子回路要
素；及び（３）第３のモジュール１６内で規定されシミュレートされる光－電子回路要素
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、である。
【００２０】
　特に、第１のモジュール１２は、例えばＨＤＬ言語（Verilog及び／又はＶＨＤＬなど
）を用いてデジタル集積回路の動作モデリングを実行する。第１のモジュール１２からの
出力は、所望のデジタル回路を規定するのに使用される、予め構築され、予め特徴付けら
れている標準セルを要求する合成ＨＤＬネットリストである。第２のモジュール１４は、
アナログ／混合信号要素の設計とシミュレーションに関連し、従来技術において知られて
いるように、アナログ／混合回路の定義と設計は、常に標準セルを用いて実行されるので
、スケマティックカプチュアツール（例えば、Cadence Composerなど）を用いて、所望の
モデルを展開することができる。その後、アナログ／混合信号ロジック設計の結果が、第
１のモジュール１２からの出力と同様に、ＨＤＬネットリストに変換される。
【００２１】
　受動及び能動光学要素の本質的な特徴を考慮すると、光学ロス、光学ゲイン、有効屈折
率の変化、その他のようにアナログ状態の様々なパラメータが存在している。従って、受
動及び能動光学要素は、その光学パラメータを用いて電子的構成部品のモデルを作る場合
と同様に、スケマティック光学ライブラリィに対応する光学「標準セル」を形成して、第
３のモジュール１６内で所望の能動及び受動光学要素を規定するのに使用することができ
る。再び、ネットリスト（スケマティックまたはコードセットの意味で）が、出力として
生成される。
【００２２】
　図１を参照すると、モジュール１２、１４、および１６からのネットリスト出力が、共
通シミュレーション構成１８への入力として与えられている。本発明によれば、ネットリ
スト出力の単なる組み合わせが、回路設計とレイアウトで不満足な結果を引き起こすこと
がわかった。実際、デジタル要素、アナログ／混合信号要素、及び光－電子要素の様々な
電気的および光学的パラメータが、互いの中で相互作用し、シミュレーションの結果を変
更する。従って、「共通シミュレーション」が同時に実行され、３つの個別タイプの要素
が一斉にシミュレートされる。モノリシック構成の動作能力を査定するという意味で共通
シミュレーションプロセスを実行する能力は本発明の大きな特徴であると考えられる。
【００２３】
　モジュール１２、１４および１６からのネットリスト出力は、また、異なるタイプの要
素のそれぞれの物理的レイアウトを実行する構成への別々の入力として提供される。図に
示すように、デジタルシミュレーションモジュール１２からのネットリスト出力は、「配
置配線」レイアウト要素２０への入力として与えられ、レイアウト要素２０は従来技術に
おいてよく知られている。全カスタムレイアウト要素２２を用いて、アナログシミュレー
ションモジュール１４からのネットリスト出力に基づいてアナログ／混合信号構成の物理
的レイアウトを取り出す。光学レイアウト要素２４は光学レイアウトプロセスを実行し、
本発明によれば、次いで３つの「レイアウト」出力が共通検査要素２６への入力として提
供される。光学レイアウトに関して、従来の設計ルールチェッキング（ＤＲＣ：Design R
ule Checking）を実行して、その設計が所定の工場によって特定されたルールを固守して
いることを検査する。しかしながら、レイアウト対スケマティックの物理的表示を検査す
る必要が有る場合（Layout Versus Schematic（ＬＶＳ）ツールを用いる場合など）に、
複雑になる。本発明によれば、検査プロセスに、「確認」層が加えられており、規定され
た光学要素内の様々なポイントをマークして、構造体内を通過するときの光ビーム路を規
定している。図２は、従来のMach-Zehnder干渉計（ＭＺＩ）構造にこのプロセスを適用し
た例を示す。図２を参照すると、入力光ビームは、第１の路Ａを通って、チューニングミ
ラー３０に当たる。次いで、この光ビームは路Ｂを通り、フォーカッシングミラー３２に
当たり、このミラーが光ビームを路Ｃに沿って、ＭＺＩ３４の入力ポートへ再度方向付け
をする。ＭＺＩ３４からの出力ビームは、路Ｄに沿って進み、ここで、出力ミラー３６に
当たって、光学路Ｅ内でフォーカスされる。次いで、この信号がチューニングミラー３８
によって出力信号路Ｆへ再度方向付けされる。様々な光学路Ａ－Ｆの接続性は、従来の集
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積回路のレイアウトに関連する金属の接続性に例えることができる。従って、この類似性
を用いて、上述したように、現存の検査ツールセットによって認識できる光学要素を規定
することが可能である。本発明の共通シミュレーションステップを用いたとき、光学的及
び電子的要素の双方のレイアウトに関連する様々なパラメータを考慮した共通検査プロセ
スが用いられる。
【００２４】
　共通の検査プロセスと、共通のシミュレーションプロセスが完了すると、これらのプロ
セスの結果が比較される。この結果が妥当な合致があれば、完成した設計が所望の通り機
能すると推定され、次いで、このプロセスでつくられたデータセットを従来の「テープア
ウト」に用いて、特定の組立ステップを規定することができる。代替的に、共通検査と共
通シミュレーションプロセスの間の結果に違いがある場合は、一又はそれ以上のフィード
バック信号を、プロセスを終結させるように変更する必要のある、特定のモジュール／要
素に戻す。例えば、特別な光学要素の「レイアウト」は、共通検査プロセスを共通シミュ
レーションプロセスと合致させるように変更する必要がある場合がある。実際、様々な異
なる要素が、ある種の調整を必要とする。更新したネットリスト及び／又はレイアウトが
一旦完成すると、共通シミュレーションと、共通検査プロセスが再度実行され、出力が再
度比較される。この比較／フィードバックプロセスは、二つの間に予め規定された程度の
合致が得られるまで続けられる。
【００２５】
　図３及び４は、上述したような各タイプの要素を具えるトランスミッタチャネルへ本発
明に例示的に適用した共通シミュレーション／共通検査設計プロセスを示す。特に、図３
は、例示的なトランスミッタチャネル要素のハイレベルブロック図を示すものであり、図
４は、本発明の集積設計法を実行するのに使用することができる例示的プロセスのフロー
チャートである。図３を参照すると、例示的なトランスミッタチャネル１００は、送信が
望まれる入力デジタルデータ信号を受信するエンコーダ１１０を具えるものとして示され
ている。この分野で知られているように、エンコーダ１１０は、デジタル入力信号を残り
のトランスミッタチャネルに好適に使用した特定のコード化したフォーム（ＮＺＲなど）
に翻訳する機能がある。エンコーダ１１０からの出力は、順次、シリアライザ１２０の入
力として与えられ、その後ドライバ１３０に入れられる。シリアライザ１２０とドライバ
１３０は、通常、アナログ及びデジタル（混合信号）回路の組み合わせとして用いられる
。
【００２６】
　ドライバ回路１２０からの出力である、アナログに符号化した情報信号は、次いで、電
子－光モジュレータ１４０への入力として与えられる。別の連続波（ＣＷ）光信号が、モ
ジュレータ１４０への第２の入力として与えられる。この分野でよく知られているように
、電気入力信号を用いてＣＷ光信号を変調し、光情報信号を出力として提供する。
【００２７】
　本発明の教示によれば、これらのトランスミッタチャネル要素を全て含む集積構造を展
開して、トランスミッタチャネル全体をモノリシック構成として単一のシリコン基板上で
実行することが望まれる。図４は、図３に示す集積トランスミッタチャネル１００の組立
プロセスを生成するのに用いられる方法をハイレベルに示すフローチャートである。図に
示すように、このプロセスは、ステップ２００で、「デジタル」、「アナログ／混合信号
」、「光－電子」として類別することができるハイレベル回路構成における様々な「ブロ
ック」を規定することによって開始する。この特定のケースでは、エンコーダ１１０が、
標準セルを用いて合成することができ、従来の「配置配線」レイアウトプロセスを行う典
型的な「デジタル」電子集積回路として規定されている。シリアライザ１２０とドライバ
１３０は、上述したとおり、Ａ－ＨＤＬ及び／又はＳＰＩＣＥプロセスを用いて合成する
ことができるデジタル－アナログコンバータ（従って「混合信号」）を含む典型的なアナ
ログ回路として規定される。電子－光モジュレータ１４０は、電気的入力と光学的入力の
両方を用いて光出力信号を形成する、典型的な光－電子要素をとして規定されている。
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【００２８】
　様々な要素が規定され、類別されると、各タイプの要素について個別に特定タイプの要
素に適したロジック設計プロセスを行う（ステップ２１０）。すなわち、ＲＴＬとシステ
ム設計プロセスをデジタルエンコーダ１１０に用いて、スタビライザ１２０とドライバ１
３０のＳＰＩＣＥシミュレーション、および多くの光「標準セル」を規定し、電子「標準
セル」とＨＤＬの規定と協働して用いて、電子－光モジュレータ１４０の変調機能を合成
することができる。
【００２９】
　３つのタイプの要素のロジック設計の完了に続いて、ロジック設計データ（典型的には
ネットリストの形、すなわち、コードまたはスケマティックの形のデータ）を共通シミュ
レーションプロセス２２０への入力として提供する。本発明によれば、上述したとおり、
共通シミュレーションプロセスを用いて、様々なタイプの要素が互いに機能して所望の出
力を確実に提供するようにしている。すなわち、各タイプの要素のロジック設計が、単一
のシミュレーションプロセス内で互いに融合して、混合信号要素とデジタル要素、さらに
は、光－電子要素とのデジタル要素の相互作業を査定する。ステップ２３０に示されるよ
うに、別々のロジック設計プロセスからのネットリスト出力は、デジタル要素と、混合信
号要素と、光－電子要素の物理的レイアウトを別々に提供するよう機能する物理的レイア
ウトプロセスへの入力として与えられる。本発明の好ましい実施例では、３つのレイアウ
トが内部検査プロセスに提供され、共通検査プロセスが開始する前に個別の各レイアウト
が正確であることを確認する。
【００３０】
　この３つの別々の物理的レイアウト構成を規定する（検査済）データは、次いで、ステ
ップ２４０に示すように共通検査ルーチンへの入力として与えられる。上述したとおり、
本発明によって共通検査プロセスが使用され、３つのタイプの要素のレイアウトが正しい
態様で互いに動作して、トランスミッタチャネル１００の正確な動作を確実にする。共通
シミュレーションと共通検査プロセスの双方が完了したら、結果が比較され（ステップ２
５０）、この結果間の合致の度合いに関する決定がなされる（ステップ２６０）。この結
果が十分に合致している場合は、モノリシック構成の完全な設計がなされ、プロセスが「
テープアウト」ステージに移る（ステップ２７０）。
【００３１】
　本発明によれば、これらの結果の間に有意な非合致が存在する場合、結果（共通シミュ
レーション、共通検査のいずれか、あるいは両方）を改善するように変更する特定のプロ
セス要素に関する決定がなされる（ステップ２８０）。特定の影響を与える要素が同定さ
れると、訂正／フィードバック信号が入力として与えられ、ロジック設計、物理的レイア
ウト、あるいはその両方に調整を行うことが可能である。次いで、共通シミュレーション
と共通検査プロセスが再び実行され、更新した比較を実行する。このプロセスは、共通の
シミュレーションと共通の検査結果の間に十分な合致ができるまで、この方法で続けるこ
とができる。
【００３２】
　本発明の様々な実行に関する上記記述は、図解と説明の目的でのみ用いられている。こ
れらは、網羅的であり、本発明を開示した形式に限定する意図ではない。従って、当業者
には、請求項によって限定される本発明の範囲において、多くの変更と変形が自明である
。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
図面を参照すると：
【図１】図１は、ブロック図の形式で書かれており、シリコンベースのモノリシック回路
構造に本発明によって形成した３つのタイプの要素の所望の共通シミュレーションと共通
検査を提供するのに使用できる例示的な設計アーキテクチュアを示す。
【図２】図２は、電子要素のレイアウトに共通して用いたレイアウトツールを用いて開発
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することができる例示的な光学要素を示す図である。
【図３】図３は、分析して本発明による集積設計プロセスを形成することができる例示的
な光－電子トランスミッタチャネルの簡略ブロック図を示す。
【図４】図４は図３に示すトランスミッタチャネルと協働して用いて、集積モノリシック
回路設計を展開するプロセスのフローチャートを示す図である。

【図１】 【図２】

【図３】
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【要約の続き】
ウト）ように従来のウエハレベルの組立動作が考慮される。
【選択図】　　図１
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